
第63期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

第６３期
（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表

法令並びに当社定款第18条の規定に基づき、上記の事項につきま
しては、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.jcm-
hq.co.jp/）に掲載することにより、株主の皆様に提供しておりま
す。



連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数　　　　　　　　16社

主要な連結子会社の名称　　　　JCM GOLD(H.K.)LTD.

SHAFTY CO.,LTD.

JCM AMERICAN CORP.

JCM INNOVATION CORP.

FUTURELOGIC GROUP, LLC.

JCM EUROPE GMBH.

J-CASH MACHINE (THAILAND) CO.,LTD.

JCM CHINA CO.,LTD.

JCMメイホウ株式会社

JCMシステムズ株式会社

２．持分法の適用に関する事項

持分法の適用の範囲の変更

  当連結会計年度において、Nanoptix Inc.の全株式を売却したため持分法の適用の範囲か

ら除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、在外連結子会社の決算日は12月31日であります。連結計算書類作成に

当たっては同決算日現在の計算書類を使用しており、１月１日から３月31日までの期間に発

生した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。また国内連結子会社の決

算日は連結決算日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券　　　　　　　　償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

　全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

　平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　　移動平均法による原価法

②デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　　　　　　時価法

③たな卸資産の評価基準及び評価方法

当社及び国内連結子会社　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

在外連結子会社

JCM AMERICAN CORP.　　　　　　　先入先出法による低価法

JCM EUROPE GMBH.、JCM GOLD(H.K.）LTD. 移動平均法による低価法

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）　当社及び国内連結子会社は定率法によっておりま

す。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）等は定額法を採用しており

ます。また、在外連結子会社は主として定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３～50年

機械装置及び運搬具　　４～12年

②無形固定資産（リース資産を除く）　定額法によっております。

なお、耐用年数については、自社利用のソフトウ

エアは、社内における見込利用可能期間（５年）

に基づいております。また、市場販売目的のソフ

トウエアについては販売可能な見込期間（３年）

に基づいております。

③リース資産　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。

－ 2 －



(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金　　　　　　　　当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備

　　　　　　　　　　　　　　えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

　　　　　　　　　　　　　　念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

　　　　　　　　　　　　　　回収不能見込額を計上しております。在外連結子会社は主

　　　　　　　　　　　　　　として個別に回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金　　　　　　　　当社及び国内連結子会社は、従業員への賞与の支給に備え

　　　　　　　　　　　　　　るため、支給見込額に基づき計上しております。在外連結

　　　　　　　　　　　　　　子会社は、賞与引当金は計上しておりません。

③役員賞与引当金　　　　　　当社及び国内連結子会社は、役員賞与の支出に備えるため、

　　　　　　　　　　　　　　当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しており

　　　　　　　　　　　　　　ます。在外連結子会社は、役員賞与引当金は計上しており

　　　　　　　　　　　　　　ません。

④厚生年金基金解散損失引当金

　　　　　　　　　　　　　　当社及び国内連結子会社が加入している総合設立型厚生年

　　　　　　　　　　　　　　金基金において、特例解散の方針が決議されたため、解散

　　　　　　　　　　　　　　に伴い発生する損失の見込額を計上しております。

(4)収益及び費用の計上基準

割賦販売の計上基準　　　　商品引渡時に割賦販売に係る債権総額を売上高として計上

し、未回収の売上債権に対応する未実現利益は割賦販売未

実現利益として繰延処理しております。

(5)重要な外貨建の資産及び負債の評価に関する基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為

替差損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物

為替相場により、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に含めております。

(6)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約取引に

ついて振当処理の要件を満たす場合は、振当処理を行って

おります。

②ヘッジ手段とヘッジ対象　　ヘッジ手段：為替予約取引等

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

③ヘッジ方針　　　　　　　　社内管理規程に基づき外貨建取引のうち、当社又は連結子

会社に為替変動リスクが帰属する場合は、そのリスクヘッ

ジのため、実需原則に基づき、為替予約取引等を行うもの

としております。
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④ヘッジの有効性評価の方法　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘ

ッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の

変動額等を基礎にして判断しております。

(7)のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、その発生原因に基づき、その効果の及ぶ期間（14年）にわたり定額法により

償却を行っております。

(8)その他

①消費税等の会計処理　　　　当社及び国内連結子会社の消費税等の会計処理は税抜方式

によって処理しております。

②退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用及び数理計算上の差異については、発生時に一括費用処理することとし

ております。

(会計方針の変更に関する注記)

(1) 企業結合に関する会計基準等の適用

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企

業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号

平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変

動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年

度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施

される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを

企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。

加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更

を行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4）、連結会計

基準第44－５項(4）及び事業分離等会計基準第57－４項(4）に定める経過的な取扱いに従

っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる連結計算書類に与える影響は軽微であります。
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(2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第18号　平成27年３月26日）を当連結会計年度から適用し、本実務対応報告に定め

る経過的な取扱いに従って、在外子会社JCM AMERICAN CORP.(連結)が平成26年１月に改正

されたFASB Accounting Standards CodificationのTopic 350「無形資産－のれん及びそ

の他」に基づき償却処理を選択したのれんについて、連結計算書類におけるのれんの残存

償却期間に基づき償却しております。

これによる連結計算書類に与える影響はありません。

(連結貸借対照表に関する注記)

１．有形固定資産の減価償却累計額 7,492,772千円

２．保証債務

仕入債務

リース債務

217,789千円

60,816千円

３．担保に供している資産

現金及び預金 20,000千円

上記に対応する債務はありません。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 29,662,851株

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決　議
株式の
種類

配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年５月26日
取締役会

普通株式 283,270 10.5
平成27年
３月31日

平成27年
６月８日

平成27年11月４日
取締役会

普通株式 229,314 8.5
平成27年
９月30日

平成27年
12月４日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年
５月25日
取締役会

普通株式 229,313 利益剰余金 8.5
平成28年
３月31日

平成28年
６月７日
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(金融商品に関する注記)

１．金融商品の状況に関する事項

当社グループでは、事業計画に照らして、必要な資金を借入により調達しております。

余剰資金については、主に流動性が高く、安全性の高い金融商品に限定して、運用してお

ります。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信限度管理規程に沿ってリスク低減

を図っております。有価証券及び投資有価証券については、満期保有目的の債券及び株式

を保有しております。そのうち、上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行って

おり、それ以外については、合理的に算定された価額の把握を行っております。

なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成28年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ

らの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円）

連結貸借対照表計上額
(  *  )

時 価 （ * ) 差 額

( 1 ) 現 金 及 び 預 金 8,814,795 8,814,795 －

( 2 ) 受 取 手 形 及 び
売 掛 金 6,556,700 6,458,701 △97,999

( 3 ) 有 価 証 券 及 び
投 資 有 価 証 券

①満期保有目的
の 債 券

93,766 93,766 －

②その他有価証券 581,099 581,099 －

( 4 ) 支 払 手 形 及 び
買 掛 金 (3,433,683) (3,433,683) －

( 5 ) 短 期 借 入 金 (4,620,290) (4,620,290) －

（*）負債に計上されているものについては、（ )で示しております。

(注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1)現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

(2)受取手形及び売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信

用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

(3)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式及び債券ともに取引所の価格によっております。
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(4)支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

(5)短期借入金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額26,691千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャ

ッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認

められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券　②その他有価証券」には含めており

ません。

(１株当たり情報に関する注記)

１．１株当たり純資産額 1,084円29銭

２．１株当たり当期純利益 13円27銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
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個別注記表

重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　　事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　　移動平均法による原価法

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　　　　　　　時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

４．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)　　定率法を採用しております。ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）等

については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　            　３～50年

工具、器具及び備品　２～20年

(2)無形固定資産(リース資産を除く)　　定額法を採用しております。

なお、耐用年数については、自社利用のソフトウ

エアは、社内における見込利用可能期間（５年）

に基づいております。また、市場販売目的のソフ

トウエアについては販売可能な見込期間（３年）

に基づいております。

(3)リース資産　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。

５．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(2)賞与引当金　　　　　　　　従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき

計上しております。

(3)役員賞与引当金　　　　　　役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見

込額に基づき計上しております。
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(4)退職給付引当金　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。ただし、年金資産の額が、退職給付債務を超過する場

合は、投資その他の資産に前払年金費用として計上してお

ります。

(5)厚生年金基金解散損失引当金

　　　　　　　　　　　　　　 当社が加入している総合設立型厚生年金基金において、特

例解散の方針が決議されたため、解散に伴い発生する損失

の見込額を計上しております。

６．ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約取引に

ついて振当処理の要件を満たす場合は、振当処理を行って

おります。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象　　ヘッジ手段：為替予約取引等

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

(3)ヘッジ方針　　　　　　　　社内管理規程に基づき外貨建取引のうち、当社に為替変動

リスクが帰属する場合は、そのリスクヘッジのため、実需

原則に基づき、為替予約取引等を行うものとしております。

(4)ヘッジの有効性評価の方法　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘ

ッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の

変動額等を基礎にして判断しております。

７．消費税等の会計処理　　　　税抜方式によっております。

（会計方針の変更に関する注記）

 （企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合

会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費

用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の

期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額

の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)及び事業分離等会

計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来

にわたって適用しております。

これによる計算書類に与える影響は軽微であります。
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（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 5,277,751千円

２．関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 4,111,294千円

長期金銭債権 5,972,570千円

短期金銭債務 98,357千円

長期金銭債務 2,316千円

３．保証債務

ＪＣＭメイホウ株式会社 100,543千円

ＪＣＭシステムズ株式会社 66,801千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

売上高 8,325,521千円

仕入高 1,396,812千円

その他の営業取引高 102,474千円

営業取引以外の取引高 950,751千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 2,684,803株
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（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

賞与引当金 54,053千円

役員退職慰労未払金 44,826千円

一括償却資産損金算入限度超過額 4,572千円

投資有価証券評価損 19,932千円

ゴルフ会員権評価損 14,569千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 32,219千円

たな卸資産評価損 73,845千円

販売費及び一般管理費否認額 59,458千円

無形固定資産否認額 123,171千円

繰越欠損金 37,114千円

関係会社株式 777,761千円

外国税額控除 276,348千円

その他 35,660千円

　　　　小計 1,553,534千円

評価性引当金 △1,219,706千円

繰延税金資産合計 333,828千円

繰延税金負債

前払年金費用 △155,665千円

その他有価証券評価差額金 △14,697千円

繰延税金負債合計 △170,363千円

繰延税金資産の純額 163,464千円

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部

を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成

28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなり

ました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、

従来の33.0％から平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始す

る事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成30年４月１日に開始

する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6％となります。
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この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は

10,776千円減少し、法人税等調整額が12,440千円、その他有価証券評価差額金が1,664千

円それぞれ増加しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

子会社

(単位：千円)

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

子会社 JCM GOLD(H.K.)LTD.
所有
 直接100％

役員の兼任

資金の貸付

役務の提供(注１) 1,040,006
売掛金 262,852

製品及び部品の販売
(注２)

160,522

業務の受託(注３) 38,668 未収入金 16,583

資金の貸付(注４) 5,616,330
関係会社

短期貸付金
788,830

利息の受取(注４) 20,050 － －

製品及び原材料の
購入(注２)

1,260,801 買掛金 25,071

子会社 JCM AMERICAN CORP.
所有
 直接100％

役員の兼任

資金の貸付

役務の提供(注１) 589,492

売掛金 417,248
製品及び部品の販売
(注２)

1,315,658

業務の受託(注３) 127,417 未収入金 21,811

資金の回収(注４) 411,360
関係会社
長期貸付金

5,972,570

利息の受取(注４) 113,667 － －

子会社 JCM EUROPE GMBH.
所有
 直接100％

役員の兼任

役務の提供(注１) 583,743

売掛金 52,216
製品及び部品の販売
(注２)

420

業務の受託(注３) 77,291 未収入金 254,184

子会社 JCMメイホウ株式会社
所有
 間接100％

役員の兼任 債務保証(注５) 100,543 － －

子会社 JCMシステムズ株式会社
所有
 直接100％

役員の兼任

役務の提供(注１) 569,351

売掛金 2,191,792
製品及び部品の販売
(注２)

4,066,325

事務所の賃貸(注６) 37,634 － －

業務の受託(注３) 73,992 未収入金 19,659

債務保証(注５) 66,801 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注）1.役務の提供は、業務内容を勘案し、両者協議の上、決定しております。
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2.各子会社への原材料の支給及び当社製品等の販売については、市場価格等を参考に決

定しております。

3.業務受託料については、市場価格を勘案の上、一般取引条件と同様に決定しておりま

す。

4.資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

5.子会社の回収責任による連帯保証であります。

6.家賃については、近隣の地代を参考にして、同等の価格によっております。

7.取引金額（債務保証除く）には消費税等が含まれておらず、期末残高及び債務保証金

額には消費税等が含まれております。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 596円88銭

２．１株当たり当期純利益 ０円29銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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